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１．意見募集の実施結果について 

 
① 意見募集の概要 

 ●意見募集期間 
平成 28 年 11 月 11 日(金)から平成 28 年 12 月 9 日(金)まで 

  ●配布・閲覧場所 
   都市計画課、本庁舎１階総合案内所横ミニ情報コーナー、各支所（鳴尾・瓦木・甲東・塩瀬・山口）、

各市民サービスセンター（夙川・上甲子園）、アクタ西宮ステーション 
   ※市のホームページにも掲載 

  ●広報手段 
   平成 28 年 11 月 10 日号の市政ニュースに掲載するとともに、ホームページで公開 

  ●意見の提出方法 
募集期間内に持参または郵送 

 
② 意見募集の実施結果 

●インターネットアクセス件数：163 件 

●資料配布部数：25 部 

●意見提出者数：1 名 

●意見件数：5 件 
 

③ 意見の内訳 

内 訳 件数 
意見募集の手続きに関する意見等 0 件 
「西宮市都市計画マスタープラン」全般に関する意見等 2 件 
「西宮市都市計画マスタープラン」の見直しに関する意見等 0 件 
その他の意見等 3 件 
 

 
④ 意見募集結果と｢西宮市都市計画マスタープラン｣の公表 

平成29年3月頃に意見募集の結果と見直し後の｢西宮市都市計画マスタープラン｣を市のホームペー

ジ等で公表する予定。 
 

⑤ 今後の予定 

時期 内容 

平成 29 年 3 月頃 意見募集の結果と見直し後の｢西宮市都市計画マスタープラン｣公表 

関係機関・部署への配付 
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２．ご意見に対する市の考え方について 
 

●「西宮市都市計画マスタープラン」全般に関する意見等 

 
意見 

提出者 
意見 
番号 

ご意見の概要 市の考え方 

 

A 1 今後は「人」「自転車・自動車」「まち

なみ景観」など、何を基本としたまちづ

くりを進めるべきであるのかを議論す

べきと思う。 

 

基本理念や将来像に関わる部分について

は、平成２３年度に市民参加により策定し

た内容であり、今回の見直しの対象とはし

ておりません。 

 

2 マスタープランは、現実に即した部分か

ら着手してもらいたい。 

 

各施策の進捗に合わせて着実な実施に努

めてまいります。 

 
●その他の意見等 

 
意見 

提出者 
意見 
番号 

ご意見の概要 市の考え方 

 

 

3 身近なところで、自転車と歩行者による

事故が発生しており、高齢者が健康に外

出するためにも、自転車の歩道走行を禁

止する条例の制定が必要だと思う。 

 

本マスタープランでは、自転車利用者と歩

行者がそれぞれ安全で円滑な通行を確保

するために、自転車の走行環境の改善に努

めるという方針を記載しています。 

なお、都市計画マスタープランは、都市計

画に関する基本的な方針を網羅するもの

であり、市街地整備、交通、景観など部門

別ごとに、本マスタープランに基づき、具

体的な計画や施策を策定することになり

ます。 
 

4 景観の向上やすべての人が安心安全に

通行するためには、歩道で２メートル、

自転車道で２メートル、自動車通行に片

側５メートル幅の道路を確保する必要

がある。 

 

 

5 現状の生活道路では、歩道の凹凸やケガ

の危険性が大きく、歩行者と車の運転者

が相互に緊張感を持たないと安全な行

動が困難である。 
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３．主な修正概要について 

 

 

① 阪急西宮北口駅周辺での市街地整備について 

⇒ 阪急西宮北口駅周辺では、復興事業による市街地整備（面的な事業）が完了しており、今後、新た

な事業の実施は想定していないことから、交通環境の改善に記述を限定した。 

 

 

０３市街地・住環境の整備の方針【市街地整備】 

従前 修正後 

現況と課題 

また、魅力的な都市核を形成するために阪神

西宮駅・JR 西宮駅周辺と阪急西宮北口駅周辺に

都市機能を一層集積することが必要であり、主

要な幹線道路沿道では防災機能の向上や都市軸

にふさわしい土地利用の誘導が必要です。 

現況と課題 

また、魅力的な都市核を形成するために阪神

西宮駅・JR 西宮駅周辺に都市機能を一層集積す

ることが必要であり、主要な幹線道路沿道では

防災機能の向上や都市軸にふさわしい土地利用

の誘導が必要です。 

魅力的な都市核の形成 

阪急西宮北口駅周辺地区および阪神西宮駅・JR

西宮駅周辺地区を本市の都市核として、商業・

業務や教育・文化、行政、医療・福祉など多様

な都市機能の集約を図るとともに、交通環境の

改善や交通ターミナルの機能向上や改善等によ

り、魅力ある都市空間の形成に努めます。 

阪神西宮駅の北側地区では民間資本を活用し、

駅前広場等の再整備と良質な都市空間整備を誘

導するとともに、市役所周辺では庁舎等の集約

整備に取り組むなど、本市の都市核にふさわし

い賑わいと魅力あるまちづくりを進めます。 

 

 

JR 西宮駅の南西地区では、卸売市場の再生整

備とともに、都市核にふさわしい賑わいと魅力

ある都市空間の形成を目指します。 

魅力的な都市核の形成 

阪急西宮北口駅周辺および阪神西宮駅・JR西宮

駅周辺では、本市の都市核として、交通環境の改

善や交通ターミナルの機能向上に努めます。 

 

 

 

阪神西宮駅の北側地区では、行政、商業・業務

など都市機能の集積を図るとともに、民間資本

を活用し、駅前広場等の再整備と良質な都市空

間整備を誘導します。あわせて、市役所周辺で

は庁舎等の集約整備に取組むなど、本市の都市

核にふさわしいにぎわいと魅力あるまちづくり

を進めます。 

JR 西宮駅の南西地区では、卸売市場の再生整

備とともに、都市核にふさわしいにぎわいと魅

力ある都市空間の形成を目指します。 

  



4 

② 西宮北道路の無料化、県道生瀬門戸荘線について 

⇒ 西宮北道路（盤滝トンネル）の無料化は、平成３０年３月に実施予定であるため、記載内容を修正

した。また、県道生瀬門戸荘線は一般県道のため、広域幹線道路から地域内幹線道路に記載箇所を移

動させた。 

 

 

０４都市交通体系の整備の方針【道路の整備】 

従前 修正後 

広域幹線道路の整備 

広域幹線道路の整備については、国道 176 号

の整備、県道生瀬門戸荘線の拡幅整備など、交

通の円滑化や災害時の代替機能の確保を図りま

す。 

また、西宮北道路の無料化、名神湾岸連絡線の

計画の具体化などを国、県等に要請します。 

広域幹線道路の整備 

広域幹線道路の整備については、国道 176 号

の早期整備を国に要請し、交通の円滑化や災害

時の代替機能の確保を図ります。 
 

また、西宮北道路の無料化の着実な実施を県に

要請するとともに、名神湾岸連絡線の計画の具

体化を国、県等に要請します。 

地域内幹線道路の整備 

地域内幹線道路の整備については、交通の円滑

化、バス路線の強化・拡充、中心拠点等への交

通アクセスの充実、安全で快適な歩行空間の確

保などに資する路線を中心に、道路ネットワー

クの形成を図ることとし、適宜、都市計画道路

網や都市計画道路整備プログラムの見直しなど

を行うことにより、選択と集中による効率的な

整備を推進します。 

現在、事業中の山手幹線（熊野工区）と競馬場

線の整備を促進するとともに、武庫川広田線、

今津西線、丸山線、甲子園段上線の事業化に向

けた検討を行います。 

地域内幹線道路の整備 

地域内幹線道路の整備については、交通の円滑

化、バス路線の強化・拡充、中心拠点等への交

通アクセスの充実、安全で快適な歩行空間の確

保などに資する路線を中心に、道路ネットワー

クの整備促進を図ることとし、必要に応じて、

都市計画道路網や都市計画道路整備プログラム

の見直しなどを行うことにより、選択と集中に

よる効率的な整備を推進します。 

現在、事業中の山手幹線（熊野工区）と競馬場

線の整備を促進するとともに、武庫川広田線、

今津西線、丸山線、甲子園段上線の事業化に向

けた検討を行います。 

また、県道生瀬門戸荘線の拡幅整備を県に要請

します。 
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③ 中心市街地への一般車両の流入抑制について 

⇒ 「現況と課題」に駐車場に関する施策の経緯を追記するとともに、「基本方針」に今後は中心市街地

での一般車両の流入抑制を図る旨を明確にし、あわせて駐車場の適正配置について、駐車場整備地区

の制度に限定せずに検討する旨の記載に変更した。 

 

 

０４都市交通体系の整備の方針【駐車対策の推進】 

従前 修正後 

現況と課題 

自動車交通の増大と駐車場不足などにより路

上駐車が多発したことを受け、平成 5 年（1993）
には、阪神西宮駅・JR 西宮駅周辺を「駐車場法」

にもとづく駐車場整備地区に指定しました。 

現況と課題 

自動車交通の増大と駐車場不足などにより路

上駐車が多発したことを受け、平成 5 年（1993）
には、阪神西宮駅・JR 西宮駅周辺を「駐車場法」

に基づく駐車場整備地区に指定し、公共駐車場

を整備しました。 

また、中高層建築物や一定規模の開発について

は「開発事業等におけるまちづくりに関する条

例」などにより駐車場の設置を促進し、平成 6
年（1994）からは「駐車施設附置条例」を施行

し、商業系用途地域内における一定規模の建築

物に附置義務を課しました。 

基本方針 

駐車場整備地区の活用や民間開発事業者への

指導など駐車場整備とその有効利用を促進する

ほか、警察や事業者、地域住民と連携して路上駐

車の解消に努めます。 

基本方針 

都市核や地域核など都市の拠点では、一般車両

の流入を抑制するための駐車場の適正な配置に

ついて検討します。また、民間開発事業における

駐車場の確保とその有効利用を促進するほか、警

察や事業者、地域住民と連携して路上駐車の解消

に努めます。 

駐車場整備地区の活用 

中心市街地への一般車両の流入を抑制するた

め、駐車場の適正配置に努めるとともに、歩行

者動線やまちのにぎわいに配慮するため駐車場

整備地区の活用について検討します。 

駐車場の適正な配置 

まちのにぎわいや安全で快適な歩行者動線を

確保するため、中心市街地への一般車両の流入

抑制を目的とした駐車場の適正配置について検

討します。 
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④ 都市計画公園の見直しについて 

⇒ 都市計画公園の見直しに関する記載が「現況と課題」に漏れていたため追記した。 

 

 

０５都市環境の形成の方針【都市緑化の推進】 

従前 修正後 

現況と課題 

公園緑地は、市民の憩いの場、レクリエーショ

ンの場であると同時に、都市に美しさとうるお

いをもたらす貴重な空間であり、また、災害時

には、市街地内における避難地、救援基地とし

て、地域の防災拠点としても重要な役割を担っ

ています。 

現況と課題 

公園緑地は、市民の憩いの場、レクリエーショ

ンの場であると同時に、都市に美しさとうるお

いをもたらす貴重な空間であり、また、災害時

には、市街地内における避難地、救援基地とし

て、地域の防災拠点としても重要な役割を担っ

ています。一方で、都市計画で位置づけている

公園の中には、長期未着手となっているものが

あります。 
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⑤ 都市防災の方針の「現況と課題」について 

⇒「現況と課題」の文章を施策の内容にあわせて整理した。 

 

 

０８都市防災の方針 

従前 修正後 

現況と課題 

本市では、平成 7 年（1995）の阪神・淡路大震

災で多大な被害を受けたことを教訓として災害

に強いまちづくりを推進しています。また、東日

本大震災における津波被害等、今後とも震災の教

訓を踏まえ、災害に強い都市基盤の整備、公共施

設や建築物の耐震化・不燃化、防災拠点・貯水槽

等の防災施設の整備など、災害に強いまちづくり

を進めることが大きな課題となっています。 

一方、台風や梅雨前線等の集中豪雨による自然

災害は、防潮堤や下水道、砂防施設の整備、河川

改修事業の進捗により減少してきていますが、局

地的な集中豪雨は増加傾向にあり、現在も被害が

発生しており、引き続き、下水道や河川など雨水

排除施設の早期整備が課題となっています。 

現況と課題 

本市では、平成 7 年（1995）の阪神・淡路大震

災の後復興事業に取組み、災害に強いまちづくり

を推進してきました。東日本大震災における津波

被害等これまでの震災の教訓を踏まえ、今後とも

災害に強い都市基盤施設の整備、公共公益施設や

民間建築物の耐震・不燃化を進めるなど、都市防

災力を強化することが課題となっています。 
 

また、台風や梅雨前線等の集中豪雨による自然

災害は、防潮堤や下水道、砂防施設の整備、河川

改修事業の進捗により減少してきていますが、局

地的な集中豪雨は増加傾向にあり、引き続き、下

水道や河川など雨水排水施設を整備するととも

に、雨水を一時的に貯留・浸透させる施設の整備

が必要となっています。 
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ここでは、第 2 章の基本方針に沿って、事業等を実施するために
市の都市計画に関する具体的な方針を示しています。

全体構想
第 3 章



第 3章　全体構想

第
三
章
　
全
体
構
想
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基本方針
都市空間の整備にあたっては、地域の特性を活かしつつ、整備、開発、保全を適切に図り、
災害に強く、うるおいと活力のあるまちづくりを目指します。

このため、市街地の形成過程や日常の生活圏を考慮しつつ、都市核、地域核、都市軸等を設定し、
都市の骨組み、土地利用の方向を明確にするとともに、都市機能の適正な誘導や、都市交通
体系の確立、公園緑地の整備、防災機能の向上などを図り、各地域が相互に連携、補完しつ
つ市域全体として均衡のとれた魅力ある都市空間の形成に努めます。

南部地域
南部地域においては、合理的で秩序ある土地利用を進め、良好な住環境や産業環境、都市景観を育
成するとともに都市の基盤整備に努め、災害に強く魅力的で活力ある市街地の形成を目指します。

また、海岸沿いや埋立地等の臨海部においては、自然海浜の保全や公園緑地整備等により魅力あ
る親水空間と景観の形成に努めるとともに、内陸部との連携を図りつつ、良好な産業環境の維持、
育成や産業活動の振興に努めます。

北部地域
北部地域においては、無秩序な開発を防止し、自然環境や農地の保全に努めるとともに、交通条
件の整備などにより生活環境の維持に努め、地域の特性に応じた市街地の形成を目指します。

都市核
都市核は、商業・業務や教育・文化、行政、医療・福祉等の複合的な都市機能が集積し、市民生
活や都市活動の拠点となるものです。

以下を都市核に位置づけます。

01 都市空間整備の方針

地域別整備の方針

都市核等の設定

1

2

● 阪急西宮北口駅周辺 ● 阪神西宮駅・JR 西宮駅周辺

阪急西宮北口駅周辺では、本市の商業・業務や教育・文化機能の集まる拠点として、魅力ある都
市空間の形成に努めます。

また、阪神西宮駅・JR 西宮駅周辺では、本市の行政機能の集まる拠点として、魅力ある都市空間
の形成を図るとともに、都市核としての拠点強化のため、交通環境の改善や交通ターミナルの機
能向上に努めます。


